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一

概
説

１

確
認
書
の
成
立
経
緯

背
景

(1)

ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
の
過
程
に
お
い
て
、
主
要
国
の
間
で
医
薬
品
の
関
税
撤
廃
に
つ
い
て
の
交
渉
が
行
わ
れ
、
我
が
国
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

及
び
欧
州
共
同
体
の
加
盟
国
を
含
む
二
十
二
箇
国
は
、
「
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
」
（
以
下
「
世
界
貿
易
機
関
協
定
」
と
い
う
。
）

が
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
特
定
の
医
薬
品
及
び
そ
の
中
間
原
料
（
以
下
「
医
薬
品
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
関
税
を
撤
廃
す
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
少

な
く
と
も
三
年
に
一
回
、
こ
の
関
税
撤
廃
の
対
象
産
品
の
追
加
の
た
め
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
平
成
八
年
（
千
九
百
九
十
六
年
）
に
行
わ
れ
た

一
回
目
の
見
直
し
、
平
成
十
年
（
千
九
百
九
十
八
年
）
に
行
わ
れ
た
二
回
目
の
見
直
し
及
び
平
成
十
八
年
（
二
千
六
年
）
に
行
わ
れ
た
三
回
目
の
見
直
し

に
続
き
、
四
回
目
の
見
直
し
の
結
果
が
平
成
二
十
二
年
（
二
千
十
年
）
七
月
に
ま
と
め
ら
れ
た
。

経
緯

(2)

我
が
国
は
、
医
薬
品
等
の
関
税
撤
廃
の
対
象
産
品
の
四
回
目
の
見
直
し
に
伴
う
第
三
十
八
表
（
日
本
国
の
譲
許
表
）
（
以
下
「
我
が
国
の
譲
許
表
」
と

い
う
。
）
の
修
正
及
び
訂
正
案
を
世
界
貿
易
機
関
の
事
務
局
を
通
じ
て
同
機
関
の
全
て
の
加
盟
国
に
通
報
し
、
こ
の
案
が
全
て
の
加
盟
国
に
よ
っ
て
承
認

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
当
該
修
正
及
び
訂
正
が
確
定
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
平
成
二
十
三
年
（
二
千
十
一
年
）
十
一
月
四
日
に
同
事
務
局
は
、
当
該
修
正

及
び
訂
正
を
附
属
す
る
こ
の
確
認
書
を
作
成
し
、
同
日
付
け
で
我
が
国
に
対
し
て
発
出
し
た
。

２

確
認
書
締
結
の
意
義

こ
の
確
認
書
は
、
世
界
貿
易
機
関
協
定
に
含
ま
れ
て
い
る
我
が
国
の
譲
許
表
に
関
し
、
医
薬
品
等
の
関
税
撤
廃
の
対
象
産
品
の
見
直
し
に
伴
う
修
正
及
び

訂
正
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
我
が
国
が
こ
の
確
認
書
を
締
結
す
る
こ
と
は
、
国
際
貿
易
を
促
進
す
る
と
の
見
地
か
ら
有
意
義
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
。

３

確
認
書
の
締
結
に
よ
り
我
が
国
が
負
う
こ
と
と
な
る
義
務

我
が
国
は
、
こ
の
確
認
書
に
附
属
す
る
修
正
及
び
訂
正
を
加
え
た
我
が
国
の
譲
許
表
に
従
っ
て
譲
許
税
率
を
適
用
す
る
こ
と
と
な
る
。

４

早
期
国
会
承
認
が
求
め
ら
れ
る
理
由
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医
薬
品
等
の
対
象
産
品
の
見
直
し
に
伴
う
我
が
国
の
譲
許
表
の
修
正
及
び
訂
正
に
よ
り
、
新
た
な
医
薬
品
等
の
輸
入
に
係
る
関
税
が
撤
廃
さ
れ
る
こ
と
に

伴
い
、
我
が
国
に
お
い
て
医
薬
品
が
よ
り
安
価
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
及
び
医
薬
品
を
開
発
す
る
際
の
研
究
材
料
費
が
削
減
さ
れ
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
確
認
書
を
早
期
に
締
結
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

二

確
認
書
の
内
容
等

１

確
認
書
の
内
容

こ
の
確
認
書
は
、
前
文
、
本
文
及
び
末
文
並
び
に
こ
の
確
認
書
に
附
属
す
る
我
が
国
の
譲
許
表
の
修
正
及
び
訂
正
か
ら
成
り
、
そ
の
概
要
は
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

前
文
及
び
本
文

(1)

我
が
国
の
譲
許
表
の
修
正
及
び
訂
正
は
、
昭
和
五
十
五
年
（
千
九
百
八
十
年
）
三
月
二
十
六
日
に
千
九
百
四
十
七
年
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一

(ｲ)
般
協
定
の
締
約
国
団
が
採
択
し
た
譲
許
表
の
修
正
及
び
訂
正
の
た
め
の
手
続
に
関
す
る
決
定
の
規
定
に
よ
り
確
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。こ

の
確
認
書
に
附
属
す
る
我
が
国
の
譲
許
表
の
修
正
及
び
訂
正
は
、
我
が
国
が
世
界
貿
易
機
関
事
務
局
長
に
宛
て
た
通
告
書
に
従
っ
て
効
力
を
生
ず

(ﾛ)
る
。

我
が
国
の
譲
許
表
の
修
正
及
び
訂
正

(2)

医
薬
品
等
の
関
税
撤
廃
の
対
象
産
品
の
四
回
目
の
見
直
し
に
よ
っ
て
追
加
さ
れ
る
産
品
を
掲
げ
る
た
め
、
我
が
国
の
譲
許
表
の
附
属
書
中
、
付
表
Ⅰ

(ｲ)
Ｄ
の
次
に
付
表
Ⅰ
Ｅ
を
加
え
る
こ
と
、
付
表
Ⅱ
を
付
表
Ⅱ
Ａ
に
改
め
、
付
表
Ⅱ
Ａ
の
次
に
付
表
Ⅱ
Ｂ
を
加
え
る
こ
と
及
び
付
表
Ⅳ
Ｄ
の
次
に
付
表
Ⅳ
Ｅ

を
加
え
る
こ
と
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

四
回
目
の
見
直
し
に
よ
っ
て
追
加
さ
れ
る
産
品
は
六
百
三
十
五
品
目
（
付
表
Ⅰ
Ｅ
に
掲
げ
る
ア
ロ
グ
リ
プ
チ
ン
等
二
百
八
十
六
品
目
及
び
付
表
Ⅳ
Ｅ

(ﾛ)
に
掲
げ
る
二－

ク
ロ
ロ－

四－

ニ
ト
ロ－

一
Ｈ－

イ
ミ
ダ
ゾ
ー
ル
等
三
百
四
十
九
品
目
）
で
あ
る
。

２

確
認
書
に
附
属
す
る
修
正
及
び
訂
正
を
加
え
た
我
が
国
の
譲
許
表
の
附
属
書
の
構
成

こ
の
確
認
書
に
附
属
す
る
修
正
及
び
訂
正
を
加
え
た
我
が
国
の
譲
許
表
の
附
属
書
の
構
成
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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付
表
Ⅰ
Ａ

指
定
を
受
け
た
医
薬
の
有
効
成
分

付
表
Ⅰ
Ｂ

指
定
を
受
け
た
医
薬
の
有
効
成
分
（
一
回
目
の
見
直
し
に
よ
る
追
加
）

付
表
Ⅰ
Ｃ

指
定
を
受
け
た
医
薬
の
有
効
成
分
（
二
回
目
の
見
直
し
に
よ
る
追
加
）

付
表
Ⅰ
Ｄ

指
定
を
受
け
た
医
薬
の
有
効
成
分
（
三
回
目
の
見
直
し
に
よ
る
追
加
）

付
表
Ⅰ
Ｅ

指
定
を
受
け
た
医
薬
の
有
効
成
分
（
四
回
目
の
見
直
し
に
よ
る
追
加
）

付
表
Ⅱ
Ａ

Ｉ
Ｎ
Ｎ
を
有
す
る
有
効
成
分
の
塩
、
エ
ス
テ
ル
又
は
水
和
物
を
表
す
た
め
の
接
頭
語
及
び
接
尾
語

付
表
Ⅱ
Ｂ

Ｉ
Ｎ
Ｎ
を
有
す
る
有
効
成
分
の
塩
、
エ
ス
テ
ル
又
は
水
和
物
を
表
す
た
め
の
接
頭
語
及
び
接
尾
語
（
四
回
目
の
見
直
し
に
よ
る
追
加
）

付
表
Ⅲ

Ｉ
Ｎ
Ｎ
を
有
す
る
有
効
成
分
の
塩
、
エ
ス
テ
ル
又
は
水
和
物
で
あ
っ
て
当
該
有
効
成
分
と
同
一
の
号
に
分
類
さ
れ
て
い
な
い
も
の

付
表
Ⅳ
Ａ

完
成
品
で
あ
る
医
薬
の
製
造
に
用
い
ら
れ
る
そ
の
他
の
産
品

付
表
Ⅳ
Ｂ

完
成
品
で
あ
る
医
薬
の
製
造
に
用
い
ら
れ
る
そ
の
他
の
産
品
（
一
回
目
の
見
直
し
に
よ
る
追
加
）

付
表
Ⅳ
Ｃ

完
成
品
で
あ
る
医
薬
の
製
造
に
用
い
ら
れ
る
そ
の
他
の
産
品
（
二
回
目
の
見
直
し
に
よ
る
追
加
）

付
表
Ⅳ
Ｄ

完
成
品
で
あ
る
医
薬
の
製
造
に
用
い
ら
れ
る
そ
の
他
の
産
品
（
三
回
目
の
見
直
し
に
よ
る
追
加
）

付
表
Ⅳ
Ｅ

完
成
品
で
あ
る
医
薬
の
製
造
に
用
い
ら
れ
る
そ
の
他
の
産
品
（
四
回
目
の
見
直
し
に
よ
る
追
加
）

注

「
Ｉ
Ｎ
Ｎ
」
と
は
、
世
界
保
健
機
関
の
「
国
際
一
般
名
称
」
を
い
う
。

三

確
認
書
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

こ
の
確
認
書
の
実
施
の
た
め
に
は
、
新
た
な
立
法
措
置
及
び
予
算
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。
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（
参

考
）

１

作
成

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
お
い
て
作
成

２

効
力
発
生

我
が
国
が
国
内
手
続
の
完
了
後
に
世
界
貿
易
機
関
事
務
局
長
に
宛
て
た
通
告
書
に
従
っ
て
効
力
を
生
ず
る
。
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